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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
局部発振信号を発生する局部発振回路と、
　上記局部発振回路から出力される局部発振信号とＦＭラジオ放送信号とを混合してＦＭ
放送用中間周波信号を発生する第１の混合回路と、
　上記局部発振回路から出力される局部発振信号を分周する第１の分周回路と、
　上記第１の分周回路で分周された局部発振信号とＡＭラジオ放送信号とを混合してＡＭ
放送用中間周波信号を発生する第２の混合回路とを備え、
　上記局部発振回路は、所定の基準周波数で動作する振動子と、
　上記振動子を用いて基準発振信号を発生する基準発振器と、
　上記基準発振器から出力される基準発振信号の周波数を逓倍する逓倍回路と、
　上記逓倍回路から出力される基準発振信号を分周して、当該逓倍回路から出力される基
準発振信号の周波数とＡＭラジオ放送の１チャネル当たりの割当周波数またはその整数分
の１に上記第１の分周回路の分周比を乗じた周波数との最大公約数となる周波数の基準発
振信号を発生する第２の分周回路と、
　上記第２の分周回路からの出力信号とプログラマブルカウンタからの出力信号との位相
を比較し、その位相差に応じた電圧の信号を出力する位相比較器と、
　上記位相比較器よりされる出力される信号から不要周波数成分を取り除き、直流制御電
圧を作り出して出力するローパスフィルタと、
　上記ローパスフィルタからの出力電圧に応じて発振周波数を変化させ、上記第２の分周
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回路から出力される基準発振信号に同期するように制御された基準クロックを上記局部発
振信号として出力する電圧制御発振器と、
　上記基準クロックを選局周波数に応じた分周比で分周し、分周されたクロック信号を上
記位相比較器に出力する上記プログラマブルカウンタとを備えたことを特徴とするＡＭ／
ＦＭラジオ受信機。
【請求項２】
局部発振信号を発生する局部発振回路と、
　上記局部発振回路から出力される局部発振信号とＦＭラジオ放送信号とを混合してＦＭ
放送用中間周波信号を発生する第１の混合回路と、
　上記局部発振回路から出力される局部発振信号を分周する第１の分周回路と、
　上記第１の分周回路で分周された局部発振信号とＡＭラジオ放送信号とを混合してＡＭ
放送用中間周波信号を発生する第２の混合回路とを備え、
　上記局部発振回路は、所定の基準周波数で動作する振動子と、
　上記振動子を用いて基準発振信号を発生する基準発振器と、
　上記基準発振器から出力される基準発振信号の周波数を逓倍する逓倍回路と、
　上記逓倍回路から出力される基準発振信号を分周して、当該逓倍回路から出力される基
準発振信号の周波数とＦＭラジオ放送の１チャネル当たりの割当周波数またはその整数分
の１との最大公約数となる周波数の基準発振信号を発生する第２の分周回路と、
　上記第２の分周回路からの出力信号とプログラマブルカウンタからの出力信号との位相
を比較し、その位相差に応じた電圧の信号を出力する位相比較器と、
　上記位相比較器よりされる出力される信号から不要周波数成分を取り除き、直流制御電
圧を作り出して出力するローパスフィルタと、
　上記ローパスフィルタからの出力電圧に応じて発振周波数を変化させ、上記第２の分周
回路から出力される基準発振信号に同期するように制御された基準クロックを上記局部発
振信号として出力する電圧制御発振器と、
　上記基準クロックを選局周波数に応じた分周比で分周し、分周されたクロック信号を上
記位相比較器に出力する上記プログラマブルカウンタとを備えたことを特徴とするＡＭ／
ＦＭラジオ受信機。
【請求項３】
上記振動子の基準周波数は７５ＫＨｚであり、上記ＡＭラジオ放送の１チャネル当たりの
割当周波数が９ＫＨｚ、上記第１の分周回路の分周比が６で、上記ＡＭラジオ放送の１チ
ャネル当たりの割当周波数に上記第１の分周回路の分周比を乗じた周波数は５４ＫＨｚで
あることを特徴とする請求の範囲第１項に記載のＡＭ／ＦＭラジオ受信機。
【請求項４】
上記振動子の基準周波数は７５ＫＨｚであり、上記ＡＭラジオ放送の１チャネル当たりの
割当周波数が１０ＫＨｚ、上記第１の分周回路の分周比が８または１０で、上記ＡＭラジ
オ放送の１チャネル当たりの割当周波数に上記第１の分周回路の分周比を乗じた周波数は
８０ＫＨｚまたは１００ＫＨｚであることを特徴とする請求の範囲第１項に記載のＡＭ／
ＦＭラジオ受信機。
【請求項５】
上記振動子の基準周波数は７５ＫＨｚであり、上記ＡＭラジオ放送の１チャネル当たりの
割当周波数が９ＫＨｚ、上記第１の分周回路の分周比が８または１０で、上記ＡＭラジオ
放送の１チャネル当たりの割当周波数に上記第１の分周回路の分周比を乗じた周波数は７
２ＫＨｚまたは９０ＫＨｚであることを特徴とする請求の範囲第１項に記載のＡＭ／ＦＭ
ラジオ受信機。
【請求項６】
上記振動子の基準周波数は７５ＫＨｚであり、上記ＦＭラジオ放送の１チャネル当たりの
割当周波数は５０ＫＨｚ、１００ＫＨｚまたは２００ＫＨｚであることを特徴とする請求
の範囲第２項に記載のＡＭ／ＦＭラジオ受信機。
【請求項７】
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上記逓倍回路は、上記基準発振器から出力される基準発振信号の周波数を２のべき乗倍す
ることを特徴とする請求の範囲第１項に記載のＡＭ／ＦＭラジオ受信機。
【請求項８】
上記逓倍回路は、上記基準発振器から出力される基準発振信号の周波数を２のべき乗倍す
ることを特徴とする請求の範囲第２項に記載のＡＭ／ＦＭラジオ受信機。
【請求項９】
上記逓倍回路は、上記基準発振器から出力される基準発振信号の周波数を２2倍すること
を特徴とする請求の範囲第７項に記載のＡＭ／ＦＭラジオ受信機。
【請求項１０】
上記逓倍回路は、上記基準発振器から出力される基準発振信号の周波数を２2倍すること
を特徴とする請求の範囲第８項に記載のＡＭ／ＦＭラジオ受信機。
【請求項１１】
スイッチトキャパシタの容量を変更することで信号の通過帯域特性を変更可能に構成され
ているスイッチトキャパシタフィルタに供給するためのクロック信号を発生するクロック
発生回路とを備え、
　上記クロック発生回路は、上記逓倍回路から出力される基準発振信号を用いて上記クロ
ック信号を発生することを特徴とする請求の範囲第１項に記載のＡＭ／ＦＭラジオ受信機
。
【請求項１２】
スイッチトキャパシタの容量を変更することで信号の通過帯域特性を変更可能に構成され
ているスイッチトキャパシタフィルタに供給するためのクロック信号を発生するクロック
発生回路とを備え、
　上記クロック発生回路は、上記逓倍回路から出力される基準発振信号を用いて上記クロ
ック信号を発生することを特徴とする請求の範囲第２項に記載のＡＭ／ＦＭラジオ受信機
。
【請求項１３】
所定の基準周波数で動作する振動子と、
　上記振動子を用いて基準発振信号を発生する基準発振器と、
　上記基準発振器から出力される基準発振信号の周波数を逓倍する逓倍回路と、
　上記逓倍回路から出力される基準発振信号を分周して、当該逓倍回路から出力される基
準発振信号の周波数とＡＭラジオ放送の１チャネル当たりの割当周波数またはその整数分
の１に所定の値を乗じた周波数との最大公約数となる周波数の基準発振信号を発生する分
周回路と、
　上記分周回路からの出力信号とプログラマブルカウンタからの出力信号との位相を比較
し、その位相差に応じた電圧の信号を出力する位相比較器と、
　上記位相比較器よりされる出力される信号から不要周波数成分を取り除き、直流制御電
圧を作り出して出力するローパスフィルタと、
　上記ローパスフィルタからの出力電圧に応じて発振周波数を変化させ、上記分周回路か
ら出力される基準発振信号に同期するように制御された基準クロックを局部発振信号とし
て出力する電圧制御発振器と、
　上記基準クロックを選局周波数に応じた分周比で分周し、分周されたクロック信号を上
記位相比較器に出力する上記プログラマブルカウンタとを備えたことを特徴とする局部発
振回路。
【請求項１４】
所定の基準周波数で動作する振動子と、
　上記振動子を用いて基準発振信号を発生する基準発振器と、
　上記基準発振器から出力される基準発振信号の周波数を逓倍する逓倍回路と、
　上記逓倍回路から出力される基準発振信号を分周して、当該逓倍回路から出力される基
準発振信号の周波数とＦＭラジオ放送の１チャネル当たりの割当周波数またはその整数分
の１との最大公約数となる周波数の基準発振信号を発生する分周回路と、
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　上記分周回路からの出力信号とプログラマブルカウンタからの出力信号との位相を比較
し、その位相差に応じた電圧の信号を出力する位相比較器と、
　上記位相比較器よりされる出力される信号から不要周波数成分を取り除き、直流制御電
圧を作り出して出力するローパスフィルタと、
　上記ローパスフィルタからの出力電圧に応じて発振周波数を変化させ、上記分周回路か
ら出力される基準発振信号に同期するように制御された基準クロックを局部発振信号とし
て出力する電圧制御発振器と、
　上記基準クロックを選局周波数に応じた分周比で分周し、分周されたクロック信号を上
記位相比較器に出力する上記プログラマブルカウンタとを備えたことを特徴とする局部発
振回路。
【請求項１５】
上記振動子の基準周波数は７５ＫＨｚであり、上記ＡＭラジオ放送の１チャネル当たりの
割当周波数が９ＫＨｚ、上記所定の値が６で、上記ＡＭラジオ放送の１チャネル当たりの
割当周波数に上記所定の値を乗じた周波数は５４ＫＨｚであることを特徴とする請求の範
囲第１３項に記載の局部発振回路。
【請求項１６】
上記振動子の基準周波数は７５ＫＨｚであり、上記ＡＭラジオ放送の１チャネル当たりの
割当周波数が１０ＫＨｚ、上記所定の値が８または１０で、上記ＡＭラジオ放送の１チャ
ネル当たりの割当周波数に上記所定の値を乗じた周波数は８０ＫＨｚまたは１００ＫＨｚ
であることを特徴とする請求の範囲第１３項に記載の局部発振回路。
【請求項１７】
上記振動子の基準周波数は７５ＫＨｚであり、上記ＡＭラジオ放送の１チャネル当たりの
割当周波数が９ＫＨｚ、上記所定の値が８または１０で、上記ＡＭラジオ放送の１チャネ
ル当たりの割当周波数に上記所定の値を乗じた周波数は７２ＫＨｚまたは９０ＫＨｚであ
ることを特徴とする請求の範囲第１３項に記載の局部発振回路。
【請求項１８】
上記振動子の基準周波数は７５ＫＨｚであり、上記ＦＭラジオ放送の１チャネル当たりの
割当周波数は５０ＫＨｚ、１００ＫＨｚまたは２００ＫＨｚであることを特徴とする請求
の範囲第１４項に記載の局部発振回路。
【請求項１９】
上記逓倍回路は、上記基準発振器から出力される基準発振信号の周波数を２のべき乗倍す
ることを特徴とする請求の範囲第１３項に記載の局部発振回路。
【請求項２０】
上記逓倍回路は、上記基準発振器から出力される基準発振信号の周波数を２のべき乗倍す
ることを特徴とする請求の範囲第１４項に記載の局部発振回路。
【請求項２１】
上記逓倍回路は、上記基準発振器から出力される基準発振信号の周波数を２2倍すること
を特徴とする請求の範囲第１９項に記載の局部発振回路。
【請求項２２】
上記逓倍回路は、上記基準発振器から出力される基準発振信号の周波数を２2倍すること
を特徴とする請求の範囲第２０項に記載の局部発振回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はＡＭ／ＦＭラジオ受信機およびこれに用いる局部発振回路に関し、特に、ＡＭ
放送用およびＦＭ放送用の局部発振信号をＰＬＬ（Phase Locked Loop）回路を用いた１
つの周波数シンセサイザで発生できるように構成されたＡＭ／ＦＭラジオ受信機に用いて
好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
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　現在市販されているラジオ受信機の受信方式は、スーパーヘテロダイン方式が主流であ
る。スーパーヘテロダイン方式は、中間周波バンドパスフィルタの中心周波数および帯域
特性を変えずに、受信を希望する放送波の周波数を中間周波バンドパスフィルタの中心周
波数に周波数変換することにより、この放送波の信号のみを取り出すものである。周波数
変換は、高周波増幅された受信信号と選局指示に応じた周波数の局部発振信号とを混合す
ることによって行われる。
【０００３】
　この局部発振信号の周波数が正確でないと、周波数変換された信号の周波数が中間周波
バンドパスフィルタの中心周波数からずれてしまう。そのため、局部発振信号には、高精
度でかつ周波数変動の少ない特性が要求される。最近では、この局部発振信号を生成する
回路に、マイクロコンピュータによる制御が容易なＰＬＬ周波数シンセサイザ（以下、単
にＰＬＬ回路と呼ぶ）が用いられている。この回路で使用される基準周波数発生器には、
一般的に高精度でかつ周波数変動が少ない水晶振動子が用いられている。
【０００４】
　ところで、現在市販されているラジオ受信機は、ＡＭ放送とＦＭ放送との双方を受信で
きるものが多い。そして従来、ＡＭ放送における周波数変換用の局部発振信号を発生する
回路と、ＦＭ放送における周波数変換用の局部発振信号を発生する回路とを１つのＰＬＬ
回路で兼用する技術が提供されている（例えば、特許文献１，２参照）。
【特許文献１】特開平８－１４９０３１号公報
【特許文献２】特開２０００－１６５２７７号公報
【０００５】
　図１は、ＡＭ／ＦＭでＰＬＬ回路を兼用したラジオ受信機の一部構成例を示す機能ブロ
ック図である。図１に示すように、この種のラジオ受信機は、ＦＭ用のアンテナ１、ＦＭ
用の高周波増幅回路２、ＦＭ用の混合回路３、ＦＭ用の中間周波増幅回路４、ＡＭ用のア
ンテナ５、ＡＭ用の高周波増幅回路６、ＡＭ用の混合回路７、ＡＭ用の中間周波増幅回路
８、ＡＭ／ＦＭ兼用のＰＬＬ回路９、およびＡＭ用の分周器１０を備えて構成されている
。
【０００６】
　ＦＭ用の高周波増幅回路２は、一般的に、ＦＭ用のアンテナ１で受信した放送波のうち
特定の周波数帯域における放送波を選択的に増幅する。ＦＭ用の混合回路３およびＰＬＬ
回路９はＦＭ用の周波数変換器を構成しており、ＦＭ用の高周波増幅回路２から出力され
る周波数ｆFMRXの搬送波信号と、ＰＬＬ回路９から出力される周波数ｆFMLOの局部発振信
号とを混合し、周波数変換を行って中間周波数（例えば、ｆFMRX－ｆFMLO＝１０．７ＭＨ
ｚ）の信号を生成して出力する。ＦＭ用の中間周波増幅回路４は、ＦＭ用の混合回路３を
通過した中間周波信号を増幅する。
【０００７】
　日本バンドにおけるＦＭ放送の場合、その周波数割当は７６.１ＭＨｚ～８９.９ＭＨｚ
である。また、１チャネル当たりの占有帯域幅は１００ＫＨｚである。さらに、選局に必
要な各チャネルの局部発振周波数ｆFMLOは、そのチャネルの搬送波周波数ｆFMRXより１０
.７ＭＨｚだけ低くとられている。したがって、ＰＬＬ回路９は、ＦＭ放送選局用の局部
発振信号として、ｆFMLO＝６５.４ＭＨｚ～７９.２ＭＨｚの周波数の信号を出力する。
【０００８】
　また、ＡＭ用の高周波増幅回路６は、一般的に、ＡＭ用のアンテナ５で受信した放送波
のうち特定の周波数帯域における放送波を選択的に増幅する。ＡＭ用の混合回路７、ＰＬ
Ｌ回路９および分周器１０はＡＭ用の周波数変換器を構成しており、ＡＭ用の高周波増幅
回路６から出力される周波数ｆAMRXの搬送波信号と、ＰＬＬ回路９から出力され分周器１
０で１／Ｎに分周された周波数ｆAMLOの局部発振信号とを混合し、周波数変換を行って中
間周波数（例えば、ｆAMLO－ｆAMRX＝１０．７ＭＨｚ）の信号を生成して出力する。ＡＭ
用の中間周波増幅回路８は、ＡＭ用の混合回路７を通過した中間周波信号を増幅する。
【０００９】
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　日本バンドにおけるＡＭ放送の場合、その周波数割当は５３１ＫＨｚ～１６２０ＫＨｚ
である。また、１チャネル当たりの占有帯域幅は９ＫＨｚである。さらに、選局に必要な
各チャネルの局部発振周波数ｆAMLOは、そのチャネルの搬送波周波数ｆAMRXより１０.７
ＭＨｚだけ高くとられている。したがって、分周器１０は、ＰＬＬ回路９より出力される
局部発振信号の周波数ｆFMLO（６５.４ＭＨｚ～７９.２ＭＨｚ）を１／Ｎに分周して、そ
の中からｆAMLO＝１１．２３１ＭＨｚ～１２．３２０ＭＨｚの周波数の信号をＡＭ放送選
局用の局部発振信号として出力する。
【００１０】
　ここで、ｆAMLO＝１１．２３１ＭＨｚ～１２．３２０ＭＨｚの周波数を６倍してみると
、６×ｆAMLO＝６７．３８６ＭＨｚ～７３．９２０ＭＨｚとなる。これは、ＰＬＬ回路９
より出力されるＦＭ放送選局用の局部発振信号の周波数ｆFMLOの範囲内（６５.４ＭＨｚ
～７９.２ＭＨｚ）に収まっている。したがって、分周器１０の分周比を６（Ｎ＝６）と
することにより、１つのＰＬＬ回路９からＦＭ放送用およびＡＭ放送用の局部発振信号を
得ることができる。
【００１１】
　上述したように、ＰＬＬ回路９から出力される局部発振信号は、高精度でかつ周波数変
動が少ない特性が要求される。そのため、このような特性の局部発振信号を発生させるた
めに、ＰＬＬ回路９の中では、高精度でかつ周波数変動が少ない水晶振動子が用いられる
ことが多い。図２は、水晶振動子を用いた従来のＰＬＬ回路９の構成例を示す図である。
【００１２】
　図２に示すように、ＰＬＬ回路９は、水晶振動子１１、基準発振器（ＯＳＣ）１２、分
周器１３、位相比較器１４、ローパスフィルタ（ＬＰＦ）１５、電圧制御発振器（ＶＣＯ
）１６およびプログラマブルカウンタ（ＰＣ）１７を備えて構成されている。基準発振器
１２は、水晶振動子１１を用いて基準周波数の基準発振信号を発生する。分周器１３は、
基準発振信号の周波数を分周して位相比較器１４に出力する。この分周器１３は、ＦＭ用
とＡＭ用との２種類の分周比を持ち、その何れかに切り替えられるようになっている。
【００１３】
　位相比較器１４は、分周器１３からの基準発振信号とプログラマブルカウンタ１７から
の出力信号との位相を比較し、その位相差に応じた電圧をローパスフィルタ１５に出力す
る。ローパスフィルタ１５は、位相比較器１４の出力から不要周波数成分を取り除き、直
流制御電圧を作り出して電圧制御発振器１６に供給する。電圧制御発振器１６は、ローパ
スフィルタ１５からの出力電圧に応じて発振周波数を変化させ、基準発振信号に同期する
ように制御された基準クロックを出力する。プログラマブルカウンタ１７は、選局周波数
に応じた分周比で基準クロックを分周し、分周されたクロック信号を位相比較器１４に出
力する。
【００１４】
　このように構成されたＰＬＬ回路９は、以下のように動作する。基準発振器１２から出
力された基準発振信号は、分周器１３で分周されて位相比較器１４に入力される。また、
電圧制御発振器１６から出力された局部発振信号は、プログラマブルカウンタ１７で選局
周波数に応じた分周比で分周されて位相比較器１４に入力される。
【００１５】
　位相比較器１４は、分周器１３からの基準発振信号の位相とプログラマブルカウンタ１
７からの出力信号の位相とを比較し、位相差に応じた電圧を、ローパスフィルタ１５を介
して電圧制御発振器１６に出力する。以上により、電圧制御発振器１６からＦＭ用の混合
回路３およびＡＭ用の分周器１０へと出力される局部発振信号は、分周器１３からの基準
発振信号に同期するように制御される。
【００１６】
　ここで、上述したようにＡＭ用の分周器１０の分周比は６であり、ＡＭ放送における１
チャネル当たりの占有帯域幅は９ＫＨｚである。したがって、ＡＭ放送選択時に分周器１
３から出力される基準発振信号の周波数ｆrは、５４ＫＨｚとすることが必要となる。一



(7) JP 4076558 B2 2008.4.16

10

20

30

40

50

方、一般的にラジオ受信機においては、水晶振動子１１として、ｆx＝７５ＫＨｚといっ
た低周波数の振動子が用いられる。これは、発振周波数ｆxが高いと、その高調波成分が
放送波帯に重畳して受信感度を劣化させてしまうからである。
【００１７】
　ただし、７５ＫＨｚの水晶振動子１１を用いた場合、分周器１３によって５４ＫＨｚの
基準発振信号を発生することはできない。そこで、分周器１３では、水晶振動子１１の発
振周波数（７５ＫＨｚ）と、ＡＭ放送に関して要求される基準発振信号の周波数（５４Ｋ
Ｈｚ）との最大公約数である３ＫＨｚを周波数ｆrとする基準発振信号を実際には発生す
る。
【００１８】
　しかしながら、このように基準発振信号の周波数ｆrが小さくなると、プログラマブル
カウンタ１７の分周比を大きくせざるを得なくなってしまう。プログラマブルカウンタ１
７の分周比が大きくなると、次のような問題を生じる。
１．プログラマブルカウンタ１７を構成するフリップフロップの段数が増え、回路規模が
大きくなってしまう。
２．ＰＬＬ回路のロックアップ時間が長くなってしまう。
３．Ｓ／Ｎ比が悪くなりやすい。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　本発明は、このような問題を解決するために成されたものであり、ＡＭ放送用およびＦ
Ｍ放送用の局部発振信号を１つのＰＬＬ回路で発生できるように構成されたラジオ受信機
において、当該局部発振信号を発生する際の基準となる基準発振信号の周波数を比較的大
きくとれるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　上記課題を解決するために、本発明のＡＭ／ＦＭラジオ受信機は、局部発振信号を発生
する局部発振回路と、局部発振回路から出力される局部発振信号とＦＭラジオ放送信号と
を混合してＦＭ放送用中間周波信号を発生する第１の混合回路と、局部発振回路から出力
される局部発振信号を分周する第１の分周回路と、第１の分周回路で分周された局部発振
信号とＡＭラジオ放送信号とを混合してＡＭ放送用中間周波信号を発生する第２の混合回
路とを備え、局部発振回路は、所定の基準周波数で動作する振動子と、振動子を用いて基
準発振信号を発生する基準発振器と、基準発振器から出力される基準発振信号の周波数を
逓倍する逓倍回路と、逓倍回路から出力される基準発振信号を分周して、当該逓倍回路か
ら出力される基準発振信号の周波数とＡＭラジオ放送の１チャネル当たりの割当周波数ま
たはその整数分の１に第１の分周回路の分周比を乗じた周波数との最大公約数となる周波
数の基準発振信号を発生する第２の分周回路と、第２の分周回路からの出力信号とプログ
ラマブルカウンタからの出力信号との位相を比較し、その位相差に応じた電圧の信号を出
力する位相比較器と、位相比較器よりされる出力される信号から不要周波数成分を取り除
き、直流制御電圧を作り出して出力するローパスフィルタと、ローパスフィルタからの出
力電圧に応じて発振周波数を変化させ、第２の分周回路から出力される基準発振信号に同
期するように制御された基準クロックを出力する電圧制御発振器と、基準クロックを選局
周波数に応じた分周比で分周し、分周されたクロック信号を位相比較器に出力するプログ
ラマブルカウンタとを備えたことを特徴とする。
【００２１】
　本発明の他の態様では、第２の分周回路は、逓倍回路から出力される基準発振信号を分
周して、当該逓倍回路から出力される基準発振信号の周波数とＦＭラジオ放送の１チャネ
ル当たりの割当周波数またはその整数分の１との最大公約数となる周波数の基準発振信号
を発生することを特徴とする。
【００２２】
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　本発明の他の態様では、振動子の基準周波数は７５ＫＨｚであり、ＡＭラジオ放送の１
チャネル当たりの割当周波数が９ＫＨｚ、第１の分周回路の分周比が６で、ＡＭラジオ放
送の１チャネル当たりの割当周波数に第１の分周回路の分周比を乗じた周波数は５４ＫＨ
ｚであることを特徴とする。
【００２３】
　本発明の他の態様では、振動子の基準周波数は７５ＫＨｚであり、ＡＭラジオ放送の１
チャネル当たりの割当周波数が１０ＫＨｚ、第１の分周回路の分周比が８または１０で、
ＡＭラジオ放送の１チャネル当たりの割当周波数に第１の分周回路の分周比を乗じた周波
数は８０ＫＨｚまたは１００ＫＨｚであることを特徴とする。
【００２４】
　本発明の他の態様では、振動子の基準周波数は７５ＫＨｚであり、ＡＭラジオ放送の１
チャネル当たりの割当周波数が９ＫＨｚ、第１の分周回路の分周比が８または１０で、Ａ
Ｍラジオ放送の１チャネル当たりの割当周波数に第１の分周回路の分周比を乗じた周波数
は７２ＫＨｚまたは９０ＫＨｚであることを特徴とする。
【００２５】
　本発明の他の態様では、振動子の基準周波数は７５ＫＨｚであり、ＦＭラジオ放送の１
チャネル当たりの割当周波数は５０ＫＨｚ、１００ＫＨｚまたは２００ＫＨｚであること
を特徴とする。
【００２６】
　本発明の他の態様では、逓倍回路は、基準発振器から出力される基準発振信号の周波数
を２のべき乗倍（例えば、２2倍）することを特徴とする。
【００２７】
　本発明の他の態様では、スイッチトキャパシタの容量を変更することで信号の通過帯域
特性を変更可能に構成されているスイッチトキャパシタフィルタに供給するためのクロッ
ク信号を発生するクロック発生回路とを備えたことを特徴とする。
【００２８】
　また、本発明の局部発振回路は、所定の基準周波数で動作する振動子と、振動子を用い
て基準発振信号を発生する基準発振器と、基準発振器から出力される基準発振信号の周波
数を逓倍する逓倍回路と、逓倍回路から出力される基準発振信号を分周して、当該逓倍回
路から出力される基準発振信号の周波数とＡＭラジオ放送の１チャネル当たりの割当周波
数またはその整数分の１に所定の値を乗じた周波数との最大公約数となる周波数の基準発
振信号を発生する分周回路と、分周回路からの出力信号とプログラマブルカウンタからの
出力信号との位相を比較し、その位相差に応じた電圧の信号を出力する位相比較器と、位
相比較器よりされる出力される信号から不要周波数成分を取り除き、直流制御電圧を作り
出して出力するローパスフィルタと、ローパスフィルタからの出力電圧に応じて発振周波
数を変化させ、分周回路から出力される基準発振信号に同期するように制御された基準ク
ロックを出力する電圧制御発振器と、基準クロックを選局周波数に応じた分周比で分周し
、分周されたクロック信号を位相比較器に出力するプログラマブルカウンタとを備えたこ
とを特徴とする。
【００２９】
　本発明の他の態様では、分周回路は、逓倍回路から出力される基準発振信号を分周して
、当該逓倍回路から出力される基準発振信号の周波数とＦＭラジオ放送の１チャネル当た
りの割当周波数またはその整数分の１との最大公約数となる周波数の基準発振信号を発生
することを特徴とする。
【００３０】
　本発明の他の態様では、振動子の基準周波数は７５ＫＨｚであり、ＡＭラジオ放送の１
チャネル当たりの割当周波数が９ＫＨｚ、所定の値が６で、ＡＭラジオ放送の１チャネル
当たりの割当周波数に所定の値を乗じた周波数は５４ＫＨｚであることを特徴とする。
【００３１】
　本発明の他の態様では、振動子の基準周波数は７５ＫＨｚであり、ＡＭラジオ放送の１
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チャネル当たりの割当周波数が１０ＫＨｚ、所定の値が８または１０で、ＡＭラジオ放送
の１チャネル当たりの割当周波数に所定の値を乗じた周波数は８０ＫＨｚまたは１００Ｋ
Ｈｚであることを特徴とする。
【００３２】
　本発明の他の態様では、振動子の基準周波数は７５ＫＨｚであり、ＡＭラジオ放送の１
チャネル当たりの割当周波数が９ＫＨｚ、所定の値が８または１０で、ＡＭラジオ放送の
１チャネル当たりの割当周波数に所定の値を乗じた周波数は７２ＫＨｚまたは９０ＫＨｚ
であることを特徴とする。
【００３３】
　本発明の他の態様では、振動子の基準周波数は７５ＫＨｚであり、ＦＭラジオ放送の１
チャネル当たりの割当周波数は５０ＫＨｚ、１００ＫＨｚまたは２００ＫＨｚであること
を特徴とする。
【００３４】
　本発明の他の態様では、逓倍回路は、基準発振器から出力される基準発振信号の周波数
を２のべき乗倍（例えば、２2倍）することを特徴とする。
【発明の効果】
【００３５】
　上記のように構成した本発明によれば、基準発振器から出力される基準発振信号の周波
数を逓倍することで、逓倍された基準発振信号の周波数とＡＭラジオ放送の１チャネル当
たりの割当周波数またはその整数分の１に所定の分周比を乗じた周波数との最大公約数、
あるいは、逓倍された基準発振信号の周波数とＦＭラジオ放送の１チャネル当たりの割当
周波数またはその整数分の１との最大公約数が大きくなり、局部発振信号を発生する際の
基準となる基準発振信号の周波数を比較的大きくとることができる。これにより、局部発
振回路における分周比を小さくすることができ、回路規模の縮小、ロックアップ時間の短
縮化、Ｓ／Ｎ比の向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
　図１は、ＡＭ／ＦＭでＰＬＬ回路を兼用したラジオ受信機の一部構成例を示す機能ブロ
ック図である。
　図２は、従来のＰＬＬ回路の構成例を示す図である。
　図３は、本実施形態による局部発振回路（ＰＬＬ回路）の構成例を示す図である。
　図４は、本実施形態による逓倍回路の構成例を示す図である。
　図５は、本実施形態によるＰＬＬ回路の応用例を示す図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。図３は、本実施形態による局部
発振回路（ＰＬＬ回路）の構成例を示す図である。なお、この図３において、図２に示し
た符号と同一の符号を付したものは同一の機能を有するものであるので、ここでは重複す
る説明を省略する。また、この図３に示すＰＬＬ回路が適用されるＡＭ／ＦＭラジオ受信
機の構成は、図１に示した通りである。
【００３８】
　図３に示すように、本実施形態のＰＬＬ回路は、水晶振動子１１、基準発振器（ＯＳＣ
）１２、分周器２３、位相比較器１４、ローパスフィルタ（ＬＰＦ）１５、電圧制御発振
器（ＶＣＯ）１６、プログラマブルカウンタ（ＰＣ）１７および２段の２逓倍回路２１，
２２を備えて構成されている。
【００３９】
　２段の２逓倍回路２１，２２は、基準発振器１２から出力される基準発振信号の周波数
を２2倍する。この２逓倍回路２１，２２は、具体的には、例えば図４のように構成され
る。
【００４０】
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　図４に示すように、初段の２逓倍回路２１は、２つのトランジスタＴｒ１１，Ｔｒ１２
から成る差動対、定電流源Ｉ１およびアンプＡｐ１を備えて構成されている。差動対を構
成する２つのトランジスタＴｒ１１，Ｔｒ１２のソースどうしは互いに共通に接続され、
この共通ソースが定電流源Ｉ１を介して接地されている。また、各トランジスタＴｒ１１
，Ｔｒ１２のドレインどうしが互いに共通に接続され、この共通ドレインが電源ＶＤＤに
接続されている。
【００４１】
　各トランジスタＴｒ１１，Ｔｒ１２のゲートには、基準発振器１２の端子Ｑから出力さ
れる基準発振信号と、基準発振器１２の端子Ｑバーから出力される、上記基準発振信号の
位相を反転した信号とが入力される。これにより、各トランジスタＴｒ１１，Ｔｒ１２か
ら成る差動対は差動増幅動作し、入力される基準発振信号の周波数を２倍にして出力する
。
【００４２】
　差動対にて周波数が２倍された基準発振信号は、アンプＡｐに入力される。アンプＡｐ
は、端子Ｑから基準発振信号を出力するとともに、端子Ｑバーからその位相反転信号を出
力する。
【００４３】
　後段の２逓倍回路２２は、２つのトランジスタＴｒ２１，Ｔｒ２２から成る差動対、定
電流源Ｉ２およびアンプＡｐ２を備えて構成されている。差動対を構成する２つのトラン
ジスタＴｒ２１，Ｔｒ２２のソースどうしは互いに共通に接続され、この共通ソースが定
電流源Ｉ２を介して接地されている。また、各トランジスタＴｒ２１，Ｔｒ２２のドレイ
ンどうしが互いに共通に接続され、この共通ドレインが電源ＶＤＤに接続されている。
【００４４】
　各トランジスタＴｒ２１，Ｔｒ２２のゲートには、アンプＡｐの端子Ｑから出力される
基準発振信号と、アンプＡｐの端子Ｑバーから出力される位相反転信号とが入力される。
これにより、各トランジスタＴｒ２１，Ｔｒ２２から成る差動対は差動増幅動作し、入力
される基準発振信号の周波数を２倍にして出力する。この差動対にて周波数が更に２倍さ
れた基準発振信号は、アンプＡｐ２を介して図３の分周器２３に入力される。
【００４５】
　分周器２３（本発明による第２の分周回路に相当）は、後段の２逓倍回路２２から出力
される基準発振信号の周波数を分周する。これにより、当該２逓倍回路２２から出力され
る基準発振信号の周波数と、ＡＭラジオ放送の１チャネル当たりの割当周波数またはその
整数分の１に分周器１０（本発明による第１の分周回路に相当）の分周比を乗じた周波数
との最大公約数となる周波数ｆr’の基準発振信号を発生し、これを位相比較器１４に出
力する。
【００４６】
　ここで、基準発振器１２から出力される基準発振信号の周波数は、水晶振動子１１の動
作周波数ｆxである７５ＫＨｚである。この場合、２段の２逓倍回路２１，２２によって
、基準発振信号の周波数は３００ＫＨｚまで引き上げられる。一方、上述したようにＡＭ
用の分周器１０の分周比は６であり、日本バンドのＡＭ放送における１チャネル当たりの
占有帯域幅は９ＫＨｚである。したがって、ＡＭラジオ放送の１チャネル当たりの割当周
波数に分周器１０の分周比を乗じた周波数は、５４ＫＨｚとなる。
【００４７】
　よって、分周器２３は、３００ＫＨｚと５４ＫＨｚとの最大公約数である６ＫＨｚを周
波数ｆr’とする基準発振信号を発生し、これを位相比較器１４に出力する。このように
、本実施形態によれば、従来（ｆr＝３ＫＨｚ）に比べて２倍の周波数の基準発振信号を
比較基準信号として位相比較器１４に供給することができるようになる。なお、ＡＭラジ
オ放送の１チャネル当たりの割当周波数（９ＫＨｚ）の整数分の１として３ＫＨｚを用い
た場合、これに分周器１０の分周比を乗じた周波数は１８ＫＨｚとなる。この１８ＫＨｚ
と２逓倍回路２２から出力される３００ＫＨｚとの最大公約数となる周波数ｆr’も６Ｋ
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Ｈｚとなる。
【００４８】
　ところで、上記実施形態では基準発振器１２から出力される７５ＫＨｚの基準発振信号
の周波数を２2倍して３００ＫＨｚとしているが、２2倍とすることには意味がある。まず
、２のべき乗倍としているのは、３のべき乗倍や５のべき乗倍など２以外のべき乗倍に比
べて回路が作りやすく、回路構成が複雑にならないからである。すなわち、３逓倍や５逓
倍などとすると、元の基準発振信号から位相がずれるので、その位相調整のために余分の
フィルタ回路等が必要となってしまう。
【００４９】
　また、２3倍、２4倍・・・などと倍率を４倍より大きくしていないのは、倍率を大きく
し過ぎると、逓倍された基準発振周波数がＡＭ放送波帯に重畳して妨害を与えてしまう恐
れがあるからである。すなわち、７５ＫＨｚを２3倍すると６００ＫＨｚ、２4倍すると１
２００ＫＨｚとなり、何れもＡＭ放送に割り当てられた周波数帯（５３１ＫＨｚ～１６２
０ＫＨｚ）に重畳してしまう。
【００５０】
　一方、２逓倍回路を１段だけ設けて７５ＫＨｚの基準発振周波数を２倍すると、得られ
る周波数は１５０ＫＨｚとなってＡＭ放送波帯に重畳せず、かつ、位相比較器１４に供給
する基準発振信号の周波数ｆr’も６ＫＨｚと従来の２倍にすることができるので、この
ような構成でも良い。
【００５１】
　ただし、本実施形態のＰＬＬ回路をＦＭ用の混合回路（本発明による第１の混合回路に
相当）とＡＭ用の混合回路（本発明による第２の混合回路に相当）とで共用するのみなら
ず、他の回路でも共用する場合において、基準発振周波数を４倍してより大きな周波数と
する方が好ましい場合がある。
【００５２】
　図５は、そのような場合の一例を示す図である。なお、この図５において、図３に示し
た構成要素と同一の機能を有する構成要素には同一の符号を付している。図５の応用例で
は、図３の構成に加えてクロック発生回路３０を更に備え、２逓倍回路２２から出力され
る３００ＫＨｚの基準発振信号を用いて、図示しないスイッチトキャパシタフィルタに供
給するためのクロック信号を発生する。
【００５３】
　スイッチトキャパシタフィルタは、その内部に備えられたスイッチトキャパシタの容量
を変更することで信号の通過帯域特性を変更可能に構成されたものであり、例えば同調発
振回路やノイズフィルタなどに用いられる。スイッチトキャパシタはスイッチおよびキャ
パシタを備えており、クロック発生回路３０で発生されたクロック信号に基づいてスイッ
チを切り替えることにより、キャパシタの容量が変更されるようになっている。
【００５４】
　図５に示すように、クロック発生回路３０は、分周器３３、位相比較器３４、ローパス
フィルタ（ＬＰＦ）３５、電圧制御発振器（ＶＣＯ）３６およびプログラマブルカウンタ
（ＰＣ）３７を備えて構成されている。分周器３３は、２逓倍回路２２から出力される基
準発振信号の周波数を分周し、その結果を位相比較器３４に出力する。
【００５５】
　位相比較器３４は、分周器３３からの基準発振信号とプログラマブルカウンタ３７から
の出力信号との位相を比較し、その位相差に応じた電圧をローパスフィルタ３５に出力す
る。ローパスフィルタ３５は、位相比較器３４の出力から不要周波数成分を取り除き、直
流制御電圧を作り出して電圧制御発振器３６に供給する。
【００５６】
　電圧制御発振器３６は、ローパスフィルタ３５からの出力電圧に応じて発振周波数を変
化させ、基準発振信号に同期するように制御されたサンプリング周波数ｆsのクロック信
号を出力する。プログラマブルカウンタ３７は、電圧制御発振器３６から出力されるクロ
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ック信号を所定の分周比で分周し、その結果得られる信号を位相比較器１４に出力する。
【００５７】
　このように構成したクロック発生回路３０においては、電圧制御発振器３６から出力さ
れるクロック信号のサンプリング周波数ｆsをできるだけ大きくすることが望まれる。サ
ンプリング周波数ｆsが小さいと、スイッチトキャパシタフィルタに入力される信号の周
波数帯が折り返しノイズの影響を受けやすくなり、また、十分なフィルタリング効果も期
待できなくなる可能性があるからである。
【００５８】
　サンプリング周波数ｆsを大きくするには、２つの方法がある。１つ目はプログラマブ
ルカウンタ３７の分周比を大きくする方法である。２つ目は、位相比較器１４に供給する
基準発振信号の周波数を大きくする方法である。ただし、プログラマブルカウンタ３７の
分周比を大きくすると、ロック動作の安定性が悪くなり、安定したクロック信号が得られ
なくなってしまう。よって、プログラマブルカウンタ１７の分周比を大きくするのは好ま
しい方法とは言えない。
【００５９】
　さらに、キャパシタを備えて構成されるＬＰＦ３５を含めてクロック発生回路３０の全
体をＩＣ化することを考えた場合にも、プログラマブルカウンタ３７の分周比はできるだ
け小さくすることが望まれる。プログラマブルカウンタ３７の分周比が大きくなると、Ｌ
ＰＦ３５の時定数が大きくなり、大容量のキャパシタが必要となってＩＣ化が困難となる
からである。
【００６０】
　以上のことから、クロック発生回路３０では、位相比較器３４に入力される基準発振信
号の周波数をできるだけ大きくすることが望まれる。基準発振信号の周波数を大きくする
ことができれば、プログラマブルカウンタ３７の分周比をできるだけ小さくすることがで
き、動作の安定性を確保できるとともに、ＬＰＦ３５もそのキャパシタの容量を小さくし
てＩＣ化することが可能となる。図５の例の場合、例えばＬＰＦ１５を除く全ての回路を
１チップに集積化することが可能である。
【００６１】
　以上のように、位相比較器１４に供給する基準発振信号の周波数ｆr’を６ＫＨｚとす
ることだけを考えれば２逓倍回路を１段だけ設けて７５ＫＨｚの基準発振周波数を２倍す
るだけでも良い。しかし、スイッチトキャパシタフィルタに対するクロック信号を発生す
るクロック発生回路３０にも基準発振信号を供給することを考えた場合には、２段の２逓
倍回路２１，２２を設けて７５ＫＨｚの基準発振周波数を４倍するのが好ましい。
【００６２】
　なお、図５の例では２逓倍回路２２から出力される基準発振信号を分周器３３で分周し
ているが、分周せずにそのまま位相比較器３４に供給するようにしても良い。このように
すれば、位相比較器３４に供給する基準発振信号の周波数をできる限り大きくすることが
でき、プログラマブルカウンタ３７の分周比をより小さくすることができる。
【００６３】
　以上詳しく説明したように、本実施形態によれば、基準発振器１２から出力される基準
発振信号の周波数を逓倍する２逓倍回路２１，２２を設け、当該２逓倍回路２１，２２か
ら出力される基準発振信号を分周して位相比較器１４に供給するようにしたので、７５Ｋ
Ｈｚから３００ＫＨｚに逓倍された基準発振信号の周波数と、ＡＭラジオ放送の１チャネ
ル当たりの割当周波数に所定の分周比を乗じた周波数（５４ＫＨｚ）との最大公約数が大
きくなり、位相比較器１４に供給する基準発振信号の周波数を従来に比べて大きくするこ
とができる。
【００６４】
　これにより、プログラマブルカウンタ１７における分周比を小さくすることができ、回
路規模の縮小、ロックアップ時間の短縮化、Ｓ／Ｎ比の向上を図ることができる。また、
図５のようにスイッチトキャパシタフィルタ用のクロック発生回路３０にも基準発振信号



(13) JP 4076558 B2 2008.4.16

10

20

30

40

50

を供給する場合には、基準発振周波数を２倍ではなく４倍することで、クロック発生回路
３０内のプログラマブルカウンタ３７における分周比も小さくすることができる。
【００６５】
　なお、動作周波数が３００ＫＨｚの水晶振動子を用いれば、２逓倍回路２１，２２を設
けることなく同様の動作が期待できる。しかし、現在ラジオ受信機において一般的に使わ
れている７５ＫＨｚの水晶振動子を用いて構成することにより、３００ＫＨｚの水晶振動
子を新たに作る場合に比べて安価に製造することができるというメリットを有する。
【００６６】
　上記実施形態では日本のラジオバンドについて説明したが、欧米のラジオバンドについ
ても同様に適用することが可能である。例えば、北中南米のラジオバンドでは、ＦＭ放送
の周波数割当は８８.１ＭＨｚ～１０７.９ＭＨｚで、１チャネル当たりの占有帯域幅は２
００ＫＨｚである。さらに、選局に必要な各チャネルの局部発振周波数ｆFMLOは、そのチ
ャネルの搬送波周波数ｆFMRXより１０.７ＭＨｚだけ高い９８.８ＭＨｚ～１１８.６ＭＨ
ｚである。一方、ＡＭ放送の周波数割当は５３０ＫＨｚ～１７１０ＫＨｚで、１チャネル
当たりの占有帯域幅は１０ＫＨｚである。さらに、選局に必要な各チャネルの局部発振周
波数ｆAMLOは、そのチャネルの搬送波周波数ｆAMRXより１０.７ＭＨｚだけ高い１１．２
３ＭＨｚ～１２．４１ＭＨｚである。
【００６７】
　ここで、ｆAMLO＝１１．２３ＭＨｚ～１２．４１ＭＨｚの周波数を８倍してみると、８
×ｆAMLO＝８９．８４ＭＨｚ～９９．２８ＭＨｚとなる。この周波数範囲は、ＦＭ放送選
局用の局部発振信号の周波数ｆFMLOの範囲（９８.８ＭＨｚ～１１８.６ＭＨｚ）と一部が
重複している。すなわち、ＡＭ局部発振信号の周波数ｆAMLOの８倍周波数の高周波側領域
と、ＦＭ局部発振信号の周波数ｆFMLOの低周波側領域とが互いに同じ周波数範囲となって
いる。
【００６８】
　一方、ｆAMLO＝１１．２３ＭＨｚ～１２．４１ＭＨｚの周波数を１０倍してみると、１
０×ｆAMLO＝１１２．３ＭＨｚ～１２４．１ＭＨｚとなる。この周波数範囲は、ＦＭ放送
選局用の局部発振信号の周波数ｆFMLOの範囲（９８.８ＭＨｚ～１１８.６ＭＨｚ）と一部
が重複している。すなわち、ＡＭ局部発振信号の周波数ｆAMLOの１０倍周波数の低周波側
領域と、ＦＭ局部発振信号の周波数ｆFMLOの高周波側領域とが互いに同じ周波数範囲とな
っている。
【００６９】
　ＦＭ局部発振信号の周波数ｆFMLOの低周波側のカバー範囲を９８．８ＭＨｚから８９．
８４ＭＨｚ以下に広げれば、ＡＭ局部発振信号の周波数ｆAMLOの８倍周波数は全てＦＭ局
部発振信号の周波数ｆFMLOの範囲内に収まる。また、ＦＭ局部発振信号の周波数ｆFMLOの
高周波側のカバー範囲を１１８．６ＭＨｚから１２４．１ＭＨｚ以上に広げれば、ＡＭ局
部発振信号の周波数ｆAMLOの１０倍周波数は全てＦＭ局部発振信号の周波数ｆFMLOの範囲
内に収まる。
【００７０】
　したがって、ＦＭ局部発振信号の周波数ｆFMLOのカバー範囲を低周波側あるいは高周波
側に広げるとともに、図１に示す分周器１０の分周比を８（Ｎ＝８）または１０（Ｎ＝１
０）とすることにより、１つのＰＬＬ回路９からＦＭ放送用およびＡＭ放送用の局部発振
信号を得ることができる。なお、発振回路を構成するバラクタダイオードは周波数が低く
なるとＱが低下し、発振しにくくなってしまう。よって、ＦＭ局部発振信号の周波数ｆFM

LOのカバー範囲を高周波側に広げる方が回路を簡単に構成できるので、その方が好ましい
。
【００７１】
　以上のような北中南米バンドの場合、分周器１０の分周比を８としたときには、ＡＭ放
送の１チャネル当たりの割当周波数が１０ＫＨｚなので、その８倍の８０ＫＨｚと水晶振
動子１１の７５ＫＨｚとの最大公約数である５ＫＨｚを元々基準発振信号の周波数として
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採用することができる。これに対して、７５ＫＨｚを２倍した場合には１０ＫＨｚ、４倍
した場合には２０ＫＨｚを周波数ｆr’とする基準発振信号を発生して位相比較器１４に
供給することができる。
【００７２】
　また、分周器１０の分周比を１０としたときには、ＡＭ放送の１チャネル当たりの割当
周波数の１０倍の１００ＫＨｚと水晶振動子１１の７５ＫＨｚとの最大公約数である２５
ＫＨｚを元々基準発振信号の周波数として採用することができる。これに対して、７５Ｋ
Ｈｚを２倍した場合には５０ＫＨｚ、４倍した場合には１００ＫＨｚを周波数ｆr’とす
る基準発振信号を発生して位相比較器１４に供給することができる。
【００７３】
　また、欧州のラジオバンドでは、ＦＭ放送の周波数割当は８７.５ＭＨｚ～１０８.０Ｍ
Ｈｚで、１チャネル当たりの占有帯域幅は５０ＫＨｚである。さらに、選局に必要な各チ
ャネルの局部発振周波数ｆFMLOは、そのチャネルの搬送波周波数ｆFMRXより１０.７ＭＨ
ｚだけ高い９８.２ＭＨｚ～１１８.７ＭＨｚである。一方、ＡＭ放送の周波数割当は５３
１ＫＨｚ～１６２０ＫＨｚで、１チャネル当たりの占有帯域幅は９ＫＨｚである。さらに
、選局に必要な各チャネルの局部発振周波数ｆAMLOは、そのチャネルの搬送波周波数ｆAM

RXより１０.７ＭＨｚだけ高い１１．２３１ＭＨｚ～１２．３２０ＭＨｚである。
【００７４】
　ここで、ｆAMLO＝１１．２３１ＭＨｚ～１２．３２０ＭＨｚの周波数を８倍してみると
、８×ｆAMLO＝８９．８４８ＭＨｚ～９８．５６ＭＨｚとなる。この周波数範囲は、ＦＭ
放送選局用の局部発振信号の周波数ｆFMLOの範囲（９８.２ＭＨｚ～１１８.７ＭＨｚ）と
一部が重複している。すなわち、ＡＭ局部発振信号の周波数ｆAMLOの８倍周波数の高周波
側領域と、ＦＭ局部発振信号の周波数ｆFMLOの低周波側領域とが互いに同じ周波数範囲と
なっている。
【００７５】
　一方、ｆAMLO＝１１．２３１ＭＨｚ～１２．３２０ＭＨｚの周波数を１０倍してみると
、１０×ｆAMLO＝１１２．３１ＭＨｚ～１２３．２ＭＨｚとなる。この周波数範囲は、Ｆ
Ｍ放送選局用の局部発振信号の周波数ｆFMLOの範囲（９８.２ＭＨｚ～１１８.７ＭＨｚ）
と一部が重複している。すなわち、ＡＭ局部発振信号の周波数ｆAMLOの１０倍周波数の低
周波側領域と、ＦＭ局部発振信号の周波数ｆFMLOの高周波側領域とが互いに同じ周波数範
囲となっている。
【００７６】
　ＦＭ局部発振信号の周波数ｆFMLOの低周波側のカバー範囲を９８．２ＭＨｚから８９．
８４８ＭＨｚ以下に広げれば、ＡＭ局部発振信号の周波数ｆAMLOの８倍周波数は全てＦＭ
局部発振信号の周波数ｆFMLOの範囲内に収まる。また、ＦＭ局部発振信号の周波数ｆFMLO

の高周波側のカバー範囲を１１８．７ＭＨｚから１２３．２ＭＨｚ以上に広げれば、ＡＭ
局部発振信号の周波数ｆAMLOの１０倍周波数は全てＦＭ局部発振信号の周波数ｆFMLOの範
囲内に収まる。
【００７７】
　したがって、ＦＭ局部発振信号の周波数ｆFMLOのカバー範囲を低周波側あるいは高周波
側に広げるとともに、図１に示す分周器１０の分周比を８（Ｎ＝８）または１０（Ｎ＝１
０）とすることにより、１つのＰＬＬ回路９からＦＭ放送用およびＡＭ放送用の局部発振
信号を得ることができる。なお、ＦＭ局部発振信号の周波数ｆFMLOのカバー範囲を高周波
側に広げる方が回路を簡単に構成できるので、その方が好ましい。
【００７８】
　以上のような欧州バンドの場合、分周器１０の分周比を８としたときは、ＡＭ放送の１
チャネル当たりの割当周波数が９ＫＨｚなので、その８倍の７２ＫＨｚと水晶振動子１１
の７５ＫＨｚとの最大公約数として、３ＫＨｚの基準発振信号しかとることができない。
これに対して、７５ＫＨｚを２倍した場合には６ＫＨｚ、４倍した場合には１２ＫＨｚを
周波数ｆr’とする基準発振信号を発生して位相比較器１４に供給することができる。
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【００７９】
　また、分周器１０の分周比を１０としたときには、ＡＭ放送の１チャネル当たりの割当
周波数の１０倍の９０ＫＨｚと水晶振動子１１の７５ＫＨｚとの最大公約数である１５Ｋ
Ｈｚを元々基準発振信号の周波数として採用することができる。これに対して、７５ＫＨ
ｚを２倍した場合、４倍した場合は共に３０ＫＨｚを周波数ｆr’とする基準発振信号を
発生して位相比較器１４に供給することができる。
【００８０】
　また、上記実施形態では、２逓倍回路２１，２２から出力される基準発振信号を分周す
ることにより、当該逓倍された周波数と、ＡＭラジオ放送の１チャネル当たりの割当周波
数またはその整数分の１との最大公約数となる周波数ｆr’の基準発振信号を発生する例
について説明したが、ＦＭラジオ放送の１チャネル当たりの割当周波数またはその整数分
の１との最大公約数となる周波数の基準発振信号を発生するようにしても良い。
【００８１】
　例えば、日本バンドの場合、上述したようにＦＭ局部発振周波数ｆFMLOは６５.４ＭＨ
ｚ～７９.２ＭＨｚで、１チャネル当たりの占有帯域幅は１００ＫＨｚである。この場合
、この１００ＫＨｚまたはその整数分の１である２５ＫＨｚと、水晶振動子１１の７５Ｋ
Ｈｚとの最大公約数として、２５ＫＨｚを元々基準発振信号の周波数として採用すること
ができる。これに対して、７５ＫＨｚを２倍した場合には５０ＫＨｚ、４倍した場合には
１００ＫＨｚを周波数とする基準発振信号を発生することができる。
【００８２】
　また、北中南米バンドの場合、ＦＭ局部発振周波数ｆFMLOは９８.８ＭＨｚ～１１８.６
ＭＨｚで、１チャネル当たりの占有帯域幅は２００ＫＨｚである。この場合も、この２０
０ＫＨｚまたはその整数分の１である２５ＫＨｚと、水晶振動子１１の７５ＫＨｚとの最
大公約数として、２５ＫＨｚを元々基準発振信号の周波数として採用することができる。
これに対して、７５ＫＨｚを２倍した場合には５０ＫＨｚ、４倍した場合には１００ＫＨ
ｚを周波数とする基準発振信号を発生することができる。
【００８３】
　また、欧州のラジオバンドの場合、ＦＭ局部発振周波数ｆFMLOは９８.２ＭＨｚ～１１
８.７ＭＨｚで、１チャネル当たりの占有帯域幅は５０ＫＨｚである。この場合も、この
５０ＫＨｚまたはその整数分の１である２５ＫＨｚと、水晶振動子１１の７５ＫＨｚとの
最大公約数として、２５ＫＨｚを元々基準発振信号の周波数として採用することができる
。これに対して、７５ＫＨｚを２倍した場合、４倍した場合は共に５０ＫＨｚを周波数と
する基準発振信号を発生することができる。
【００８４】
　また、上記実施形態では、水晶振動子１１を用いる例について説明したが、水晶以外の
振動子を用いても良い。また、上記実施形態では、水晶振動子１１を用いて７５ＫＨｚの
基準発振信号を発生する例について説明したが、これ以外を動作周波数とする振動子を用
いて基準発振信号を発生するようにしても良い。ただし、市販されている一般的な動作周
波数の振動子を用いて、その動作周波数を定数倍することが好ましい。
【００８５】
　その他、上記実施形態は、何れも本発明を実施するにあたっての具体化の一例を示した
ものに過ぎず、これによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈されてはならないもので
ある。すなわち、本発明はその精神、またはその主要な特徴から逸脱することなく、様々
な形で実施することができる。
【産業上の利用可能性】
【００８６】
　本発明は、ＡＭ放送用およびＦＭ放送用の局部発振信号を１つのＰＬＬ回路で発生でき
るように構成されたＡＭ／ＦＭラジオ受信機に有用である。
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